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弁
護
士
と
一
緒
に
私
的
企
業
再
生
に
取
り
組
み
始
め

て
五
年
目
を
迎
え
ま
し
た
。 

中
小
企
業
の
経
営
環
境
は
相
変
わ
ら
ず
厳
し
い
も
の

が
あ
り
ま
す
。
二
月
に
も
、
東
京
で
家
族
を
巻
き
込
む 

悲
惨
な
無
理
心
中
事
件
が
あ
り
ま
し
た
が
、
経
営
難
が

原
因
と
報
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

日
本
の
自
殺
者
は
平
成
九
年
ま
で
の
年
間
二
万
人 

前
半
か
ら
、
翌
平
成
十
年
に
三
万
人
台
に
急
増
し
、
以
降

昨
年
ま
で
毎
年
こ
の
高
い
水
準
を
維
持
し
て
い
ま
す
。

Ｇ
８
の
各
統
計
を
み
て
み
る
と
、
日
本
の
自
殺
率
は 

ロ
シ
ア
に
次
い
で
二
番
目
に
高
く
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ

と
続
き
、
イ
ギ
リ
ス
が
一
番
低
く
な
っ
て
い
ま
す
。
一
方

殺
人
に
よ
る
死
者
は
ア
メ
リ
カ
が
ダ
ン
ト
ツ
に
高
く
、

日
本
は
最
下
位
で
す
。
交
通
事
故
死
は
、
ロ
シ
ア
、
ア
メ

リ
カ
の
順
で
日
本
は
下
か
ら
二
番
目
、
最
下
位
は
イ
ギ

リ
ス
で
す
。 

 

平
成
十
八
年
七
月
、
内
閣
府
は
こ
う
し
た
自
殺
者
の

高
水
準
に
つ
い
て
、「
自
殺
の
経
済
社
会
要
因
に
関
す
る

調
査
研
究
報
告
書
」
を
出
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
原
因
と 

し
て
四
点
を
挙
げ
て
い
ま
す
。 

①
自
社
の
倒
産
、
廃
業
（
多
く
の
事
例
で
債
務
返
済
難
） 

②
失
業
及
び
再
就
職
難 

③
収
入
減
少
、
他
者
の
債
務
保
証
等 

④
仕
事
の
量
・
質
の
変
化
（
過
大
な
責
任
、
長
時
間
残
業
） 

 

国
は
、
不
良
債
権
の
山
場
を
超
え
た
と
い
う
こ
と
で
、 

昨
年
四
月
に
産
業
再
生
機
構
を
解
散
し
ま
し
た
。 

 

ダ
イ
エ
ー
や
ミ
サ
ワ
ホ
ー
ム
、
大
京
な
ど
有
名
企
業
が
、 

法
的
破
産
す
る
こ
と
な
く
税
金
を
投
入
し
て
救
わ
れ
ま

し
た
。
し
か
し
、
中
小
企
業
に
そ
ん
な
救
済
の
手
は
あ
り

ま
せ
ん
。
で
も
、
「
死
ぬ
こ
と
は
な
い
。
雇
用
は
守
り
た

い
。
一
度
相
談
し
て
み
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
の
が
、 

私
的
再
生
を
続
け
て
い
る
核
心
で
す
。 

 

金
融
機
関
の
リ
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
や
、
融
資
の
付
け
替

え
に
よ
る
一
部
債
権
放
棄
な
ど
な
ど
、
会
社
の
状
況
に

よ
り
、
取
れ
る
方
法
は
ま
ち
ま
ち
で
す
が
、
覚
悟
を
決
め

て
や
れ
ば
道
は
開
け
ま
す
。 

  
 

平
成
二
〇
年
三
月
吉
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 まず、第２号文書と第７号文書はどういった内容のものなのでしょうか？ 
 

   第２号文書 
     文   書   名    請負に関する契約書          

     定       義      請負には、職業野球の選手、映画の俳優その他これらに類する者で政令で定めるものの役務の提供を約する       

                          ことを内容とする契約を含むものとする。 

                （※請負とは、当事者の一方があるしごとの完成を約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うこと  

                を内容とする契約である。） 

      印 紙 税 額    200円～60万円（記載された契約金額によって異なる） 

 

    第７号文書 
    文   書   名   継続的取引の基本となる契約書（契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が３ヶ月以内であり、かつ 
                   更新に関する定めのないものを除く） 

     定       義    継続的取引の基本となる契約書とは、特約店契約書、代理店契約書その他の契約書で、特定の相手方との  

                               間に継続的に生ずる取引の基本となるもののうち、政令で定めるものをいう。 

     印 紙 税 額   4,000円 

 

  

 しかし、以下のような契約書の場合… 

 

 ①広告契約書 

   一定の金額で一定の期間、広告スライド映写、新聞広告またはコマーシャル放送等をすることを約する 

   広告契約書は、その内容により第２号文書又は、第７号文書に該当する。 

 

 ②エレベーター保守契約書、清掃請負契約書 

   ビル等のエレベーターを常に安全に運転できるような状態に保ち、これに対して一定の報酬を支払う事を 

   約するエレベーター保守契約又はビル等の清掃を行い、これに対して一定の報酬を支払うことを約する 

   清掃請負契約書等は、その内容により第２号文書又は、第７号文書に該当する。 

 

 ①や②のような契約の場合は、次のような記載があるかによって判断します。 

   Ａ 第２号文書に該当する契約書   
       次のいずれかに該当する契約書 

          ①記載された契約期間が３ヶ月以内で、かつ、契約の更新に関する定めのないもの 

          ②営業者と営業者以外の者との間の契約であるもの 

          ③契約金額の記載のあるもの 

               ※③には、その契約書に保守料月額及び、契約期間の定めがあることにより、その契約期間に 

                                    対応する契約金額を計算することができる契約書も含まれます。 

   Ｂ 第７号文書に該当する契約書 

        Aのいずれにも該当しない契約書 
 

  以上のように印紙税にも様々なケースがあります。 

 

  詳しくは、国税庁のホームページをご参照頂くか、弊社までお問合せ下さい。 

●●●●  印紙税～第２号文書・第７号文書～印紙税～第２号文書・第７号文書～  ●●●●  

 印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書と呼ばれるものです。    

印紙税は、課税文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに

消印し納付します。課税文書に該当するかは、課税物件表（第１号～第２０号）に掲げられ

ているかどうかで判断することが出来ます。今回はその課税文書のうち、特に判断しにくい

第２号文書と第７号文書について考えてみたいと思います。 

ふむふむ… 




